
   中川村防災士資格取得支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、村民の防災意識の高揚を図り、地域防災の担い手の育成を

促進し、地域防災力の向上に寄与するため、防災士の資格を取得しようとする

者に対する補助金交付について、中川村補助金等交付規則（昭和54年規則第４

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構

（以下「日本防災士機構」という。）の認証登録を受けた者をいう。 

２ この要綱において「防災士研修センター等」とは、日本防災士機構が認証し

た研修機関であって、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災

士養成研修講座（以下「講座」いう。）を行う機関をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

 (1) 村内に住所を有する者 

 (2) 自主防災組織と連携し、防災活動の中心的な役割を担い活動できる者 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費は、防災士研修センター等の講座の受講料、教

材費、防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録申請料（初回のみ）とす

る。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、35,000円を限度とする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、講

座を受講しようとする前に、中川村防災士資格取得支援補助金交付申請書（様

式第１号）を村長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第７条 申請者は、防災士の認証登録を完了したときは、速やかに中川村防災士

資格取得支援補助金実績報告書（様式第２号）に次の各号に掲げる書類を添え

て村長に提出しなければならない。 

 (1) 防災士認証状の写し 

 (2) 第４条に規定する経費の支払を証明するもの 

 

   附 則 

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 

様式 省略 


